
令和 5 年度「取引条件改善状況調査」 
（受注側事業者向け）のお願い 

 
１．調査の趣旨 

（１）本調査は、中⼩企業庁より委託を受けて、株式会社東京商⼯リサーチが企画・実施するものです。 
（２）本調査は、中⼩企業・⼩規模事業者の経営基盤を強化するため、必要なコストの価格転嫁、企業収益の中⼩企業への

還元など、「振興基準」※に照らした下請取引（貴社が受注者となる事業者間取引（Ｂ to Ｂ取引））を中⼼に、中⼩
企業・⼩規模事業者の取引条件改善に向けて、⼤企業や中堅企業など販売先との取引における取組の状況や事業者間
の取引実態を把握する⽬的で⾏うものです。 

（３）回答内容について個社名を特定して公表することはなく、回答内容をもって貴社に対し⾏政指導や⾏政処分を⾏うことはあ
りませんので、積極的にご回答いただきますよう、ご協⼒をよろしくお願いいたします。 
なお、本調査は、下請代⾦⽀払遅延等防⽌法（以下、下請法という。）に基づいて実施する「親事業者との取引に関す
る調査」ではありません。 
※「振興基準」経済産業⼤⾂告⽰: 下請事業者と親事業者との間の拠るべき⼀般的な基準 

 
２．調査の対象 

（１）貴社は、取引によっては発注者となる場合もあるかとは思いますが、本調査の回答にあたっては、原則として受注者の⽴場に
おける代表的な取引についてご記⼊ください。 

（２）貴社が受注者となる事業者間取引（いわゆる Ｂ to Ｂ取引）に関して、取引の実態、取引条件の改善状況等について
お答えください。 

（３）対象となる事業者間取引には、下請法の対象となる取引に限らず、建設⼯事の請負取引、継続的な納⼊・役務の提供等
の売買取引等、貴社が優越的な地位の濫⽤を受け得る取引を幅広く含みます。なお、回答にあたっては、業種を問わず、
わかる範囲でのご回答をお願いいたします。製造業をはじめ、サービス業（情報通信業等）、卸売業・⼩売業等、様々な
業種の取引実態を把握することを⽬的としています。 

３．回答⽅法 
２つの⽅法からいずれか１つをお選びください。 

（１）専⽤ WEB サイトからのオンライン回答※オンラインでご回答いただく場合は、紙の調査票の返送は不要です。 
【オンライン回答ページ】以下のログインＩＤ・パスワードにてログインが可能です。 

ログインＩＤ パスワード 
  

【ログイン⽅法】 
①「TSR アンケート」と検索し、検索結果の⼀番上に出てくる「現在実施中のアンケート調査: 東京商⼯リサーチ」をクリック 

「令和 5 年度取引条件改善状況調査」内の「回答はこちら」をクリック 
②URL（https://tori2023.meti.go.jp/）を WEB ブラウザの URL ⼊⼒欄に直接⼊⼒ 
③QR コードからアクセス 

（２）調査票（本⽤紙）に直接記⼊し郵送 
①該当する選択肢の番号を直接○印で囲んでください。 
②記⼊後は、同封の返信⽤封筒（切⼿不要）にてご投函ください。 

４．お願い 
（１）回答にあたっては、令和 5 年 10 ⽉ 1 ⽇（⽇）時点の内容でお願いいたします。 
（２）令和 5 年 11 ⽉ 10 ⽇（⾦）までに専⽤ WEB サイトでのオンライン回答か、同封の返信⽤封筒にてご返送ください。 
（３）設問中の【単⼀回答】は 1 つを選択ください（複数回答可能な設問は【複数回答可】としています）。 

 
＜問い合わせ先＞ 

株式会社東京商⼯リサーチ 令和 5 年度「取引条件改善状況調査」事務局 
〒100-8787 東京都千代⽥区⼤⼿町⼀丁⽬三番⼀号 JA ビル 
Tel: 03-6810-0268（受付時間: ⼟⽇及び祝⽇を除く 9 時〜12 時、13 時〜17 時） 
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Ⅰ．基礎情報 

①．貴社自身の取引上の地位*に最も近いものをお答えください。 【単一回答】 

*【例】企業Ａ（完成品メーカー） → 企業Ｂ（1 次下請） → 貴社（2 次下請） → 企業Ｃ（3 次下請） … 「2 次下請」を選択 

1: 完成品メーカー 2: １次下請 3: ２次下請 4: ３次下請 5: ４次以下の下請 6: あてはまるもの 

はない 

②．貴社の資本金をお答えください（貴社単独での資本金額）。【単一回答】 

1: 1,000 万円以下 2: 1,000 万円超 5,000 万円以下 3: 5,000 万円超 3 億円以下 

4: 3 億円超 10 億円以下 5: 10 億円超 100 億円以下 6: 100 億円超 

③．貴社の従業員数をお答えください（貴社単独での従業員数）。 【単一回答】 

1: 5 人以下 2: 5 人超 20 人以下 3: 20 人超 50 人以下 

4: 50 人超 100 人以下 5: 100 人超 300 人以下 6: 300 人超 

④．貴社の業種をお答えください。【単一回答】※複数ある場合は、売上げが最も多い業種を１つ選んでください 

1: 建設業（ハウスメーカー） 2: 建設業（ハウスメーカー以外） 3: 食品製造業 

4: 繊維工業 5: 建材・住宅設備業 6: パルプ・紙・紙加工品製造業 

7: 印刷業 8: 化学産業（製薬産業） 9: 化学産業（製薬産業以外） 

10: 石油製品・石炭製品製造業 11: 鉄鋼業 12: 非鉄金属製造業 

13: 金属製品製造業 14: 機械製造業 15: 医療機器，福祉用具製造業 

16: 電機・情報通信機器製造業 17: 輸送用機械器具製造業のうち、 

自動車・自動車部品製造業 

18: 輸送用機械器具製造業のうち、 

造船業 

19: 輸送用機械器具製造業のうち、 

航空宇宙工業 

20: その他の輸送用機械器具製造業 
 

21: その他の製造業 
 

22: 電気・ガス・熱供給・水道業 23: 通信業 24: 放送コンテンツ業 

25: 情報サービス・ソフトウェア業 26: トラック運送業 27: 運輸業，郵便業（ﾄﾗｯｸ運送業以外） 

28: 卸売業 29: 小売業 30: 金融業、保険業 

31: 不動産業，物品賃貸業 32: 学術研究，専門・技術ｻｰﾋﾞｽ業 33: 広告業 

34: 宿泊業 35: 飲食サービス業 36: 生活関連サービス業 

37: 教育，学習支援業 38: 自動車整備業・機械修理業 39: 警備業 

40: その他のサービス業 41: その他（上記以外）  

 
⑤．貴社は、下請取引適正化に関する以下の法令や取組等について御存知ですか。【複数回答可】 

1: 下請代金支払遅延等防止法（下請法） 2: 下請中小企業振興法（振興基準） 3: 業界毎に定める下請ガイドライン 

4: 業界団体が定める自主行動計画 5: 価格交渉促進月間（３月・９月） 6: パートナーシップ構築宣言 

 
⑥．貴社はパートナーシップ構築宣言*を公表していますか。 【単一回答】 

*「パートナーシップ構築宣言」は、サプライチェーンの取引先や価値創造を図る事業者の皆様との連携・共存共栄を進めることで、新
たなパートナーシップを構築することを、「発注者」側の立場から企業の代表者の名前で宣言するものです。｢パートナーシップ構築
宣言｣を公表している登録企業リストはポータルサイトで確認することができます。 https: //www.biz-partnership.jp/list.php 

1: 公表している 2: 今後、公表予定 3: 当面の公表予定はなし 4: 分からない 
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Ⅴ．支払い条件 
取引金額が最も大きい販売先との関係を念頭にお答えください。 

■手形等（約束手形、一括決済方式（ファクタリング）及び電子記録債権）に関する質問 

受注側２４．下請代金を手形等で受け取っている場合*、その割合はどれくらいですか。 【単一回答】 

*受注金額により支払条件が異なる場合、手形等の支払割合が多い取引を想定してお答えください。 

1: 全て現金払い（0％） 

→Ⅵ．知的財産等への対応へ 

2: 10％未満 

→受注側２５へ 

3: 10～30％未満 

→受注側２５へ 

4: 30～50％未満 

→受注側２５へ 

5: 50％以上 

→受注側２５へ 

6: 全て手形等の支払い 

→受注側２５へ 

 

受注側２５．受注側２４で「1: 全て現金払い（0%）」以外を回答した方にお伺いします。 

販売先からの下請代金の受け取り方法について、現在の方法から変更を希望しますか。【単一回答】 

1: サイト・現金への変更と

もに変更を希望する 

2: サイトの変更のみ希望

する 

3: 現金への変更のみ希

望する 

4: 変更を希望しない 

 

受注側２６．受注側２４で「1: 全て現金払い（0%）」以外を回答した方にお伺いします。 

下請代金を手形等で受け取っている場合*、手形等のサイトはどれくらいですか。 【単一回答】 

*受注金額により支払条件が異なる場合、手形等の支払割合が多い取引を想定してお答えください。 

1: 30 日(1 ヶ月)以内 2: 60 日(2 ヶ月)以内 3: 90 日(3 ヶ月)以内 

4: 120 日(4 ヶ月)以内 5: 120 日(4 ヶ月)超  

 

受注側２７．受注側２４で「1: 全て現金払い（0%）」以外を回答した方にお伺いします。 

直近１年間で、下請代金の受け取り方法を手形等から現金へ変更するための協議を行いましたか。 

【単一回答】 

1: 販売先から申し出

があり協議を行った 

2: 自社から申し出を行

い協議に応じてくれた 

3: 自社から申し出を行った

が協議に応じてくれなかった 

4: 協議を行う必要がなかった 

 

■約束手形に関する質問 

受注側２８．受注側２４で「1: 全て現金払い（0%）」以外を回答した方にお伺いします。 

貴社は 2026 年に約束手形の利用の廃止に向けた取組を促進する旨*が閣議決定されている事を御存知で

すか。【単一回答】 *下請振興基準では、「令和 8(2026)年の約束手形の利用の廃止に向けた取組を促進する旨、閣議決

定されていること等に十分留意しつつ、約束手形は出来る限り利用しないように努めるものとする。」とされています。 

1: 知っている 2: 知らなかった 

 

Ⅵ．知的財産等への対応 
受注側２９．貴社の保有する知的財産権等*について、知的財産権の取得、秘密保持契約による営業秘密化等の管理

保護を図っていますか？ 【単一回答】 *知的財産権及び技術上又は営業上の秘密等（ノウハウを含む。） 

1: 実施中 2: 実施予定 3: 未実施 4: 知的財産権等を有しているかわからない 

 

受注側３０．受注側２９で「2: 実施予定」「3: 未実施」と回答した方にお伺いします。 

「実施していない」理由をお答えください。 【複数回答可】 

1: 実施する必要性を感じないため 

2: 販売先に定型の契約書書式がある等の理由から販売先が協議に応じてくれないため 

3: 知的財産取引に関するガイドライン・契約書のひな形について知らなかったため 

4: その他 








